
 

 

大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案の概要 

 

１．趣旨 

平成 25 年（2013 年）10 月に水銀による地球規模での環境汚染を防止することを目的

とする「水銀に関する水俣条約（以下「条約」という。）」が採択された。これを受けて、

水銀等の大気中への排出を規制するための大気汚染防止法の一部を改正する法律（平成

27 年法律第 41 号。以下「改正法」という。）が第 189 回通常国会で成立し、平成 27 年

６月 19 日に公布された。 

今般、条約の早期締結のため、改正法の施行に伴い、大気汚染防止法施行令（昭和 43

年政令第 329 号。以下「政令」という。）について所要の改正を行うものである。 
 
 

２．概要 

（１） 水銀排出施設について、条約附属書Ｄに掲げる施設又は条約附属書Ｄに掲げる工

程を行う施設のうち、条約第８条２(b)の基準として環境省令で定める基準に該当す

るものとする（具体的な種類及び規模は環境省令で定める）。 
 

（２） 環境大臣又は都道府県知事が、水銀排出施設の設置者に対し、報告徴収及び立入

検査ができる事項を定める。 

報告徴収：水銀排出施設の構造及び使用の方法、水銀等の処理の方法、水銀濃度等 

立入検査：水銀排出施設及びその関連施設、水銀排出施設に使用する燃料及び原料

並びに関係帳簿書類 
 

（３） 都道府県知事の権限のうち、政令で定める市の長に委任する事務は、設置等の届

出受理、改善勧告等・改善命令等、実施制限期間の短縮、報告徴収・立入検査、適用

除外対象施設に係る権限を有する行政機関の長との通知の受理・要請・協議等に関す

る事務とする。 

   また、工場に係る事務は、指定都市及び中核市の長が行い、工場以外に関する事務

は、政令第 13 条第１項に規定する政令市の長並びに指定都市及び中核市の長が行う

こととする。 
 

（４） その他所要の措置を講ずる。 
 

※ 法第 18 条の 32 の規定に基づく要排出抑制施設に係る事項は、所要の調査検討を行

った上で定めることとし、今般の政令改正では措置しないものとする。 
 
 

３．施行期日 

改正法の施行の日（条約が日本国について発効する日から起算して２年を超えない範囲

内において政令で定める日） 

※ 施行期日を定める政令は、別途定めるものとする。 


